
資料7-3

一般開放（指定業務）・教室事業（提案事業）の留意点　＜資料6-3と重複あり＞

※1　一般開放については令和5年度を参考（原則として同じ）とすること。

※2　一般開放については、資料7-4「一般開放外部講師依頼事業一覧」にある講師で実施すること。

※3　教室については、資料7-2「甲の原体育館　教室（体育室・会議室）（プール）」を参考とすること。

※1：一般開放および提案事業で使用できるコースは、６コースのうち３コースまでとする。

　　　（個人利用のコースを最低３コース残すこと。）

※2：教室等の提案事業については、小中学校の夏休み期間と祝日には実施しないこと。

※3：教室等の提案事業を開催する際は、個人利用の妨げにならないように配慮すること。
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